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第１ 政務活動費制度の概要 

 

１．沿革について 

 

政務活動費制度の前身となる政務調査費制度は、平成１３年４月に施行され

た地方自治法の一部を改正する法律（平成１２年法律第８９号）により、地方

公共団体の議会における会派又は議員に対し、条例により調査研究費等を交付

することが制度化されたものです。 

この背景には、平成１２年４月にいわゆる「地方分権一括法」が施行され、

地方公共団体の責任の範囲や自己決定権が拡大されたことに伴い、地域の実情

に沿った行政が拡大したことに伴い、地方分権の進展に対応した地方議会の活

性化や議員の審議能力の向上、調査活動の充実が求められるようになったこと

などがあります。 

このことから、塩竈市議会では、地方自治法の規定に基づき、塩竈市議会政

務調査費の交付に関する条例を整備し、議会の会派に対し、調査研究に必要な

経費の一部として政務調査費を交付してきました。 

 

平成２５年３月に施行された地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年

法律第７２号）では、第１００条第１４項において、①名称を「政務調査費」

から「政務活動費」へ、②交付目的を「議員の調査研究に資するため必要な経

費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」へそれぞれ

改め、また、③「政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めな

ければならない」と規定されました。 

さらに、第１００条第１６項で、議長に、使途の透明性の確保のための努力

を求める旨が新たに規定されました。 

 

  塩竈市議会では、政務活動費の執行にあたり、その使途基準をより明確にす

るとともに、透明性の確保に努め、市民への説明責任を果たし、積極的な情報

公開に努めるため、塩竈市議会における政務活動費の運用指針を作成いたし

ました。 

政務活動費の適正な管理を行うことで、より一層活発な政務活動を実施し、

塩竈市の発展と市民福祉の増進に取り組んでまいります。 

 

平成３０年 ３月１９日 議会運営委員会 合意 
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運用指針を定めてから６年が経過しましたが、今回、他市議会の動向を研究

しながら、一部項目について改正を行いました。 

引き続き、支出の透明性を高めながら市政発展に資する政務活動を行ってまい

ります。 

 

令和６年３月２８日 議会運営委員会 合意 

 

 

 今般、広報費に関し、議員の顔が明確に識別できる画像等の掲載基準を新たに

定めました。広報紙等は、市民の皆様に議会活動をお知らせする重要な情報伝達

手段でありますが、掲載内容によっては、税金を用いた議員個人の知名度向上を

目的とする宣伝活動と受け取られるおそれがあります。このような誤解を生じ

させることのないよう、塩竈市議会議員は、市民の皆様に分かりやすく、かつご

理解とご納得をいただける政務活動費の活用に努めてまいります。 

 

令和７年９月２日 議会運営委員会 合意 
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２．政務活動費の取扱いに関する根拠法令等 

 

塩竈市議会における政務活動費の取り扱いに関する根拠法令等は、以下の

とおりです。 

 

（１）地方自治法第１００条第１４項ないし第１６項 

 

 

 

 

 

 

 

「」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）塩竈市議会基本条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(議会と市民との関係) 

第５条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対

する説明責任を十分に果たさなければならない。 

 

（政務活動費） 

第２０条 政務活動費の支給に関しては、別に条例で定める。 

２ 会派は、調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受けた

ときは、その使途を明らかにするため、証拠書類を公開しなければならない。 

地方自治法第１００条第１４項 

 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査

研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における

会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合におい

て、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費

を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

 

地方自治法第１００条第１５項 

前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところに

より、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと

する。 

 

地方自治法第１００条第１６項 

議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努

めるものとする。 
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（３）塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（関係資料３４～３９ページ） 

 

（４）塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則（関係資料４０～４５ページ） 
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３．政務活動費の執行にあたっての基本的原則 

 

（１）政務活動費の性格 

塩竈市議会の政務活動費の性格は、地方自治法第２３２条の２に規定す

る塩竈市から公益上必要がある場合になされる補助金と解されます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政務活動の公務性の是非 

地方自治法第１００条第１４項で「議会の議員の調査研究その他の活動

に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に

対し、政務活動費を交付することができる。」と規定されており、政務活動

は、費用弁償の対象とならない日常の議員活動に対し、何らかの補助を与

えようという主旨から、正規の議会活動である本会議、委員会の活動等、

協議等の場の活動、議員派遣、委員派遣とは異なり、公務でないものと解

されます。 

なお、公務とは、①本会議での活動②委員会での活動③協議等の場の活

動④議員派遣⑤委員派遣をいいます。 

それゆえに、政務活動中に事故が発生しても、公務災害の対象にならな

いもとの解されます。 

 

（３）会派（議員）による立証責任 

政務活動費制度は、政務活動に資するため、必要な経費の一部として交

付されるものであります。 

しかしながら、全国的には一部の不適切な政務活動費の支出の事例が相

次いでおり、現に住民監査請求や住民訴訟が頻発しています。 

したがって、政務活動費の支出にあたっては、明確な使途の妥当性を担

保するとともに、透明性の確保が求められています。 

また、政務活動費の適格な使途の判断については、第一義的に、政務活

動費の交付を受けた会派に立証責任があります。 

  

地方自治法（抜粋） 

（寄附又は補助）  

第２３２条の２   普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合において

は、寄附又は補助をすることができる。 
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仮に最終的に司法の場で不当利得返還請求を受けた場合、適正な支出で

ある立証責任は、会派又は会派所属の議員であることを十分に認識する必

要があります。 

なお、仙台高等裁判所の判例では、政務活動を裏付ける資料（視察等の

計画書、活動報告書、領収書、官公庁応対者名刺、視察資料等）をいつで

も提出でき、議員が積極的に補足説明できる状況にしておく必要があると

されています。 

 

（４）政務活動への議会事務局職員の関与 

政務活動は、議会活動である本会議及び委員会活動とは異なり、公務と

解されないことからも、政務活動費の執行にあたって、事務局職員が関与

することも、法的に許されないと解されます。 

したがって、視察候補地の選定や調査項目の設定等については、会派等

において行うべきものであり、事務局職員は直接関わることはできないも

のとします。 

一方、議長は、地方自治法第１０４条の規定による「議長の議会事務統

理権」及び同法第１００条第１６項の規定による「政務活動費への議長の

調査権」を執行するにあたり、議会事務局職員を指揮し、政務活動費の適

正管理に資するため、会派が執行する政務活動費の審査・助言等を行わせ

ることができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法（抜粋） 

（議長の権限）  

第１０４条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整

理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。 
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（５）政務活動費の支出にあたっての原則 

 

①市政に関する調査研究を目的とする経費であること。 

 

②下記のいずれかの経費でないもの。 

 ア．慶弔費 

 イ．飲食に係る経費 

 ウ．選挙活動、後援会活動、政党活動に係るもの 

 エ．備品の購入に係る経費 

 

③調査方法や支出する金額に妥当性があること。 

 

④適正な支出手続きがなされていること 

 

⑤政務活動の成果物や適正支出であることを客観的に証明し得る書類等 

が整備されていること。 

  

  ⑥政務活動の方法及び内容等に関する具体的な説明が明確になされること。 

   ・「何のために、どのように調査するのか」、「どのような調査を行い、何

を得たのか。」、「今後のどのように市政に活かすのか」等を明確に説明

できない場合は違法となる判例があります。 

 

（６）政務活動費の充当が不適切な経費の主な事例 

政務活動費の支出にあたっての原則に基づき、充当が不適切と考えら 

れる主な経費の事例は、次のとおりです。 
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経費の区分 政務活動費の充当が不適切な主な内容 

１．慶弔、見舞、餞別等の

交際費に関する経費へ

の支出 

 

 

・祝金、香典、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に

要する経費 

・病気見舞い、餞別、中元・歳暮、祝電・弔電、年

賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経費 

・任意団体等の会費、協賛金、賛助金等 

２．会議等に伴う飲食に関

する経費への支出 

・飲食を伴うすべての経費 

 

３．選挙活動に関する経費

への支出 

・選挙運動及び選挙活動に要する経費 

・各種選挙時の各種団体への支援依頼活動経費 

・選挙ビラ作成等に要する経費 

※顔写真を多用した広報誌は選挙活動の一環とみ

なされる可能性あり。 

４．政党活動に関する経費

への支出 

・党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金

等に要する経費 

・政党発行の広報誌やチラシ等の経費 

・当該議員が所属する政党の新聞・書籍等の経費 

・政党活動、県連活動に要する経費 

・政党組織の事務所設置及び維持に要する経費 

５．後援会活動に関する経

費への支出 

 

・後援会活動に要する経費 

・後援会事務所の設置及び維持に要する経費 

・後援会発行の広報誌やチラシ等の経費 

・後援会主催の報告会等の経費 

６．議会活動に関する経費

への支出 

 

 

・本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員

会、全員協議会、会派代表者会議、地方自治法第１

００条第１３項の規定による議員派遣に要する経

費、その他議会活動に関する経費 

７．私的活動に関する経費

への支出 

・私的な旅行・観光等に要する経費 

・議員が個人的に参加している団体の資格を得る

ための会費や会合への参加費 

８．その他 ・挨拶やテープカットだけの出席に要する経費 

・社会通念上妥当性を超えた経費や公職選挙法等

の法令の制限に抵触する経費 

・訴訟に要する経費 

・資産形成につながる経費 

・備品の購入に係る経費 
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第２ 塩竈市議会における政務活動費の使途基準について 

 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第５条

第２項別表に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲の詳細に

ついて、その使途基準は次のとおりとします。 

 

１．共通事項 

 

（１）旅費の取扱い 

政務活動を目的とした行政視察、研修会等の参加等に要した旅費について

は、公務出張との均衡を図るため、「市議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例」第４条第１項及び同条第２項を準用することとします。 

なお、その内容や金額は、社会通念上許容される範囲のものであることと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 交通費（鉄道賃、船賃、航空賃、車賃） 

 

ア 原則として、最も安価な公共交通機関を利用するものとします。ただし、

新幹線の速達列車の利用（はやぶさ号、のぞみ号など）に係る特別料金の

支出は認めるものとします。 

 

イ 以下のいずれかに該当する場合には、タクシーを利用することができる

ものとします。 

 

 

市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（抜粋） 

 

(費用弁償) 

第 4条 議長、副議長及び議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償とし

て旅費を支給する。 

2 前項の旅費の額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和 26年条例第 3号)第

1条に定める市の公務員に支給される旅費の額と同一の額とし、その支給について

は、職員等の旅費支給条例(昭和 32年条例第 25号)を準用する。 
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（ア）他に利用できる公共交通機関がなく、目的地まで２㎞以上距離がある 

場合 

（イ）視察・研修等での緊急性や時間的な制約がある場合 

（ウ）その他、止むを得ない事情がある場合 

 

※ タクシーを利用した場合は、タクシー会社の所在地、金額、日付等が

明記された領収書を保管するとともに、領収書を貼付した用紙の余白に

その必要性の説明や乗車・利用区間を記載することとします。 

 

ウ．以下のいずれかに該当する場合には、自家用車等を利用することができる

ものとします。 

（ア）時間的、地理的に他に公共交通機関やタクシー等がなく、移動が困難 

な場合 

（イ）視察・研修等の場所が自家用車等以外の移動手段による移動でなけれ 

ば、政務活動に支障をきたす場合 

（ウ）公共交通機関等と比して著しく経済的な経路及び方法になると認めら 

れる場合 

（エ）その他、止むを得ない事情がある場合 

 

※ 自家用車等を利用した場合、「政務調査における自家用自動車の使用

に関する交通費の取り扱いについて」（平成１８年４月１日議長決裁）

により、単価＝１キロメートル当たり２０円に走行キロ数を乗じて算出

した額を充当できるものとします。 

（関係資料４６ページ） 

   また、合理的な理由がある場合、有料道路料金及び現地での駐車場料

金等、移動に伴って生じた経費について、政務活動費に充当することが

できるものとします。 

なお、自家用車を利用した場合は、その必要性と地図等を用いて利用

経路及び走行距離を明確に示すものとします。 
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② 日 当 

日当は、目的地内を巡回する場合の交通費及び諸雑費を賄う旅費である 

ことから、政務活動費においても支給することができるものとします。 

金額は、職員等の旅費支給条例第１７条別表に規定する市長等の区分１ 

日につき３，０００円とします。 

 なお、東京都特別区（２３区）への日帰り旅行については、倍額日当とし、 

県外への日帰り旅行については、１．５倍日当とします。 

 

③ 宿泊料 

宿泊料は、旅行中の宿泊費及び宿泊に伴う諸雑費を賄う旅費であるから、 

政務活動費においても支給することができるものとします。 

 金額は、職員等の旅費支給条例第１７条別表に規定する市長等の区分の 

うち、県外宿泊について、１夜につき１４，８００円とします。 

 

④ 食卓料 

食卓料は、航空機等による旅行の場合に支給される食費にあてる経費で 

あり、宿泊料が支給されないことに対する均衡を考慮した旅費であるから、 

政務活動費においても支給することができるものとします。 

 金額は、宿泊料が支給されない場合に限り、職員等の旅費支給条例第１７ 

条別表に規定する市長等の区分の１夜につき３，０００円とします。 

 

⑤ キャンセル料 

以下のいずれかに該当する場合には、政務活動の取り消し等によるキャ 

ンセル料を充当できるものとします。 

ア 公務による場合 

イ 議員本人が病気やケガ等により政務活動を取りやめることとなった場 

 合 

ウ ３親等以内の親族が死亡した場合 

エ 視察先または、本市において天災の発生など不可抗力による場合 

オ その他、止むを得ない事情がある場合 
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⑥ 国内航空機について、次の旅費コスト及び移動時間コストを考慮し、利用

することができるものとします。 

ア 鉄道等の手段と比較して、航空機を利用することが安価な場合 

イ 航空機を利用することにより旅費総額が安価となる場合 

ウ 航空機以外の移動手段によると、出発地と用務先までの間の旅行時間 

が概ね片道４時間以上を要する場合 

エ 航空機を利用することにより、日帰りが可能となる場合 

  

⑦ 航空運賃割引制度による航空機を利用した場合の取り扱いは次のとおり

とします。 

 （ア）航空運賃と宿泊料金がパックとなっていて航空運賃だけの金額が明確

でない場合は、航空運賃のほか、宿泊料も実費精算とします。 

ただし、宿泊料は職員等の旅費支給条例に規定する定額の宿泊料を上

限とします。 

 （イ）割引制度に旅行当日の夕食並びに翌日の朝食が含まれている場合は、

食卓料を支給しないこととします。ただし、夕食並びに翌日の朝食のい

ずれかが含まれている場合は、職員等の旅費支給条例に定める食卓料の

定額の２分の１を支給するものとします。 

 （ウ）合理的な事由による旅行の取り消し等によるキャンセル料は、支出で

きることとします。ただし、私事都合等による行程の変更は、この限り

でありません。 

 

⑧ 出発地は塩竈市役所若しくは塩竈市内の鉄道駅とします。 

  なお、自宅から出発地までに車等を利用した場合の経費は支出できない 

 ものとします。 
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（２）関係書類の整備 

 

① 政務活動に要した交通費・宿泊費等について 

政務活動を行った日付、活動場所、相手方、同活動への参加者、活動目的、 

活動に要した経費等、活動内容を証明できる資料類（活動報告書、当日配布

された資料、会場、日にちがわかる写真、応対者の名刺等）を整理保存して

おくものとします。 

 

② 航空機を使用したことを証明する書類について 

旅行代理店等を通じて購入した航空券や旅行会社のパッケージ商品等を

利用場合は、領収書のほかに、明細のわかる請求書、見積書を添付すること

とします。 

 

（３）政務活動中に行った公務、その他議員活動との取り扱い 

 

政務活動の行程中、別途、議長の公務や議員派遣に基づく議員の公務を行

うことが生じた場合については、公務の部分と政務活動の部分を時間的、場

所的、経費的に重複することなく明確に区分し、計上するものとします。 

 

（４）按分に当たっての指針 

政務活動費は、議員の政党活動、選挙活動、後援会活動等の活動又は議員

の私的な活動には充当できません。 

政務活動費を充当する経費の一部にこれらの支出を含む場合は、按分が必

要です。 

 

① 経費を按分して充当する場合は、その活動実態に応じて、政務活動費と

して充当することが証明できる合理的な算出を行うことが原則となりま

す。 

 

② 政務活動とそれ以外の活動の実態に応じた割合を算出することが困難

な場合は、次の割合を上限として充当します。 

 

ア 私的活動を含まない場合 

例えば、政務活動の行程中、別途、議員活動を行う場合は、基本的

に政務活動と議員活動の経費を２分の１ずつ按分し、議員活動の経費

は議員の自己負担となります。 
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   イ 私的活動を含む場合 

例えば、政務活動の行程中、別途、議員活動と私的活動を行う場合

は、基本的に私的活動を２分の１、政務活動と議員活動の経費を４分

の１ずつ按分し、議員活動と私的活動の経費は議員の自己負担となり

ます。 

 

（５）現金払いの原則 

政務活動にかかる経費の支出については、現金払いを原則とします。 

クレジットカードやインターネット決済については、各種ポイントが 

   付与される場合があり、補助金の性格を有する政務活動費による利益取 

得とみなされるおそれがありますので、使用しないこととします。 

また、各種ポイントや航空機のマイレージ等については、値引き等の効 

果がありますが、政務活動費と議員個人の使用の線引きが困難であるこ 

とから、政務活動費では、使用しないようにする必要があります。  

    さらに旅行中のＩＣカード、プリペードカードの使用については、通常 

の運賃より低減できる効果が期待されますが、塩竈市の見解では、原則と 

してＩＣカード等は使用せず、切符での購入としておりますので、政務活 

動費では、使用しないこととします。 

 

２．政務活動費を充てることができる経費について 

 

（１）調査研究費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査

研究並びに調査委託に要する経費」と規定しています。 
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①使途基準の詳細について 

項目 内容 使途の具体例 

１．旅 費 

 

 

 

調査研究のため、先進地視察

等に要する旅費等の経費 

（詳細は共通項目に記載のと

おり） 

①交通費 

②日当 

③宿泊料 

④食卓料 等 

２．報償費 

 

 

 

 

 

 

調査研究のため、学識経験者

や有識者等を講師として招聘

するための経費 

 

 

 

①講師謝金 

講師謝金の範囲は社会通

念上の範囲を超えないもの

とします。 

②講師旅費 

講師の旅費は交通費及び

宿泊料について、実費分を

充当できるものとします 

３．会場費 

 

調査研究のため使用する会

場借上に関する経費 

①会場使用料 

②看板等作成費 等 

４．機材使用料 

 

 

 

 

 

調査研究のため必要な機器

の使用料、借り上げ料等に関す

る経費 

 

 

 

①映写機材 

（プロジェクター、スクリ

ーン等） 

②音響機器 

（マイク、録音機材等） 

等 

５．調査委託費 

 

学識経験者や有識者、外部団体

等に調査委託するための経費 

①委託料 

 

６．土産代 

 

調査研究のため、先進地視察先

への土産代 

判例により概ね３，０００

円とします。 

７．資料代 

 

先進地視察や現地調査に伴い

資料代等の経費 

 

８．振込料 調査研究に要する代金等の振

込に要する経費 
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②留意事項 

 

（ア）視察調査の目的の明確化について 

調査研究費において、会派等の行う地方自治体の事務等に関する調査 

研究として、先進地視察や現地調査等の活動に要する経費を執行に際し 

ては、以下の点に留意し、視察目的を明確にしておく必要があります。 

ア．視察日時 

イ．視察場所 

ウ．視察テーマと具体的内容 

エ．参加者 

オ．視察にかかる行程 

カ．視察にかかる経費 

 

（イ）視察調査にかかる関係資料の作成と提出について 

会派の代表者は、会派又は会派の所属議員が調査研究のため市外に旅 

行しようとするときは、遅くとも予定日の３０日前までに、次の書類を作

成し、議長へ提出してください。 

ア．調査研究費による視察調査執行計画書（様式第１号） 

イ．行程表（様式第２号） 

 

（ウ）視察調査に関する資料の取り扱いについて 

議長は、議会事務局に命じて、調査研究費による視察調査の関係資料を 

事前審査させます。 

議会事務局は、会派代表者と協議の上、調査研究費による視察調査の関 

係資料について内容を精査します。 

その後、視察希望先の議会事務局を通じて、連絡調整を行い、相手方が 

受け入れ可能となった場合、議長は、調査研究費にかかる関係資料を正式 

に受理します。 

調査研究費における視察調査の関係資料を受理後、議長は視察希望先 

の議長あてに会派視察の依頼文書を送付します。 

また、会派の視察後は視察先の議長あてに議長が御礼状を送付します。 

 

（エ）調査研究活動報告書の作成と提出 

会派又は会派の所属議員が、調査研究のため先進地視察や現地調査等 

を行った場合、会派の代表者は、３０日以内に調査研究活動報告書（様式 

第３号）を、議長に提出しなければならないものとします。 
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先進地調査や現地調査の場合、訪問先で担当者からの説明や質疑応答 

がされることが必要であり、あらかじめ訪問先に連絡を取り、訪問先での 

面談者を記録するなど、政務活動による現地調査であることを明確にす 

る必要があります。 

なお、調査研究活動報告書には参加した議員のそれぞれの視点から、市 

政との関連性、目的や内容に加え、市政の課題に対してどのように参考と 

なるかなどの事項を記載します。 

また、政務活動を目的とした視察等に要した交通費・宿泊費等について 

は、活動年月日、活動場所、相手方、同活動への参加者、活動目的、活動 

に要した経費等を「政務活動記録簿」（様式第４号）等に記載するほか、 

活動内容が確認できる領収書や資料類（説明資料、相手方名刺、写真等） 

を整理保存しておくものとします 

 

（オ）調査委託費について 

 

  ア 調査委託先の選定について 

調査委託先の選定において、専門的な知識や手法、実績を有する等、

合理的な理由を明確にするものとします。 

なお、会派の構成員の後援者や親族等、会派に関係の深い個人や団体

等については、原則として委託しないものとします。 

 

  イ 業務委託契約の締結について 

     塩竈市契約規則を準用し、見積徴収、入札を行い、業務委託契約書を 

作成し、契約を締結するものとします。 

 

  ウ 委託期間 

     会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）とします。 

 

③調査研究費で政務活動費を充てることができない経費の主な例 

（ア）海外視察に関する旅費 

（イ）私的な旅行、観光等に要する経費 

（ウ）条例により算出した額を超える経費 

（エ）会派や議員間での懇談、懇親を目的とした視察に要する経費 

（オ）社会通念上、「市政の調査研究」のための会合を行うのに不適切な場所 

（居酒屋、スナック、バー、クラブ、パブ等）での飲食経費 等 
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（２）研修費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が研修会を開催するために必要な経費、団体

等が開催する研修会の参加に要する経費」と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

１．旅費 

 

 

 

研修会の開催、研修会の

参加に要する旅費等の経

費 

（詳細は共通項目に記載

のとおり） 

①交通費 

②日当 

③宿泊料 

④食卓料 等 

２．報償費 

 

 

 

 

 

 

 

研修のため、学識経験者

や有識者等を講師として

招聘するための経費 

 

 

 

 

 

①講師謝金 

講師謝金の範囲は社会通念

上の範囲を超えないものとし

ます。 

②講師旅費 

講師の旅費は交通費及び宿

泊料について、実費分を充当で

きるものとします 

３．会場費 

 

研修のため使用する会

場借上に関する経費 

①会場使用料 

②看板等作成費 等 

４．機材使用料 

 

 

 

 

研修のため必要な機器

の使用料、借り上げ料等に

関する経費 

 

 

 

①映写機材 

（プロジェクター、スクリーン

等） 

②音響機器 

（マイク、録音機材等） 

等 

５．負担金等 

 

外部の団体等が開催する

研修会等に参加、出席する

ための負担金等の経費 

①研修負担金 

②参加費 

③テキスト代 等 

６．振込手数料 研修に要する代金等の振

込に要する経費 

①振込手数料 
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②留意事項 

 

（ア）研修にかかる関係資料の作成と提出について 

会派の代表者は、会派又は会派の所属議員が研修のため市外に旅行 

しようとするときは、遅くとも予定日の２週間前までに、次の書類を作 

成し、議長へ提出してください。 

なお、研修会によって、議長名、議会事務局からの申し込みを要す 

    る場合や定員の関係もありますので、会派の代表者は速やかに議長へ 

関係書類を提出するものとします。 

ア．研修に関する資料（研修会開催の案内状の写し、パンフレット等） 

イ．行程表（様式第２号） 

 

（イ）研修に関する資料の取り扱いについて 

議長は、議会事務局に命じて、研修費による研修の関係資料を事前審査 

させます。 

議会事務局は、会派代表者と協議の上、研修の関係資料について、内容 

   を精査し、不備がない場合、議長は、研修費にかかる関係資料を正式に受 

理します。 

 

（ウ）研修活動報告書の作成と提出 

会派又は会派の所属議員が、研修のため先進地視察や現地調査等を行 

った場合、会派の代表者は、３０日以内に研修活動報告書（様式第５号）

を、議長に提出しなければならないものとします。 

なお、研修活動報告書には参加した議員のそれぞれの視点から、市政と

の関連性、目的や内容に加え、市政の課題に対してどのように参考となる

かなどの事項を記載します。 

また、政務活動を目的とした研修に要した交通費・宿泊費等について 

は、活動年月日、活動場所、相手方、同活動への参加者、活動目的、活動 

に要した経費等を「政務活動記録簿」（様式第４号）等に記載するほか、 

活動内容が確認できる領収書や資料類（説明資料、写真等）を整理保存し 

ておくものとします 
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③ 研修費で政務活動費を充てることができない経費の主な例 

（ア）開催実態が親睦会、祝賀会又は飲食を目的とした会合、レクリエーシ

ョン大会等とみなされる会合の開催や参加に要する経費 

（イ）政党大会への出席に要する経費及び政党大会賛助金等に要する経費 

（ウ）議員が個人的に参加している団体の資格を得るための会費や会合への 

参加費 

（エ）活動自体が政務活動と関連しない団体の研修経費 
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（３）広報費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が行う活動、市政について住民に報告するた

めに要する経費」と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

１．会場費 

 

 

会派が主催する報告会等の

開催のために使用する会場借

上に関する経費 

①会場使用料 

②看板等作成費 等 

 

２．資料作成費 

 

 

 

 会派が主催する報告会等へ

の参加者に配布する資料の作

成に要する経費 

 

①印刷・製本費 

②コピー代（但し、領収書

がある場合のみ） 

③消耗品費 

④写真代 等 

３．広報費 

 

 

会派が発行する広報紙の発

行に要する経費 

 

①印刷・製本費 

②新聞折り込み手数料 

③配布委託料 等 

４．機材使用料 

 

 

 

 

 

会派の広報、報告活動に必要

な機器の使用料、借り上げ料等

に関する経費 

 

 

 

①映写機材 

（プロジェクター、スク

リーン等） 

②音響機器 

（マイク、録音機材等） 

等 

５．通信運搬費 

 

 会派の広報、報告活動に必要

な通信運搬に要する経費 

①葉書代 

②切手代、料金別納 等 

６．振込手数料 研修に要する代金等の振込に

要する経費 

①振込手数料 
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②留意事項 

 

（ア）広報紙等について 

ア 会派の広報紙等は、会派活動の内容を掲載してあるものとします。 

イ 配布方法については、日刊一般紙である新聞折込或いは、街頭配

布、郵送、配送委託等であるものとします。 

ウ 議員個人としての活動、政党活動、後援会活動等、前項に規定する

以外の内容が含まれる場合は、発行費用を政務活動費から支出するこ

とはできないものとします。 

エ 「議員の顔が明らかに識別できる画像（顔画像、集合画像、活動中の

画像等）」及び「氏名、メールアドレスなどの連絡先」の占める面積が

紙面（余白含む）の各ページにおいて２０％を超える広報紙等は、広報

費及び通信運搬費等を政務活動費から支出することはできないものと

します。 

オ 会派は、広報紙発行後、次の各号に掲げる文書等と成果物１部を添

付するものとします。 

・委託先業者が発行する、配布年月日 

・新聞ごとの折込部数、配布地域を明示した明細書 

・発行部数を証するもの 

   カ 選挙活動と混同されるなどの公職選挙法に抵触するおそれのないよ

う、特に議員任期満了前の広報紙の発行については特に留意するもの

とします。 

 

（イ）会場費について 

会派が実施する市政報告会等の会場借り上げ料の経費については、

会場看板、実施風景の記録写真、領収書などを添付すること。 

 

 （ウ）通信運搬費について 

葉書、切手等を購入した場合は、塩竈市会計規則帳票様式（塩竈市会

計規則第９６条関連）の物品出納簿(郵便切手類)により管理するものと

します。 
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③広報費で政務活動費を充てることができない経費の主な例 

（ア）個人活動の報告書作成に要する経費 

（イ）政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費 

（ウ）後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経 

   費 

（エ）市政報告会等に伴う飲食経費 

 

（４）要請・陳情活動費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費」

と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

１．旅費 

 

 

 

 

会派が行う要請・陳情活

動に要する旅費等の経費 

（詳細は共通項目に記載

のとおり） 

①交通費 

②日当 

③宿泊料 

④食卓料 等 

２．資料作成費 

 

 

 

 会派が行う要請・陳情活

動に必要な資料の作成に

要する経費 

 

①印刷・製本費 

②コピー代（但し、領収書があ

る場合のみ） 

③消耗品費 

④写真代 等 

３．通信運搬費 

 

 

 会派が行う要請・陳情活

動に必要な通信運搬に要

する経費 

①葉書代 

②切手代、料金別納 等 
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②留意事項 

 

（ア）要請・陳情活動にかかる関係資料の作成と提出について 

会派の代表者は、会派又は会派の所属議員が要請・陳情活動のため市 

外に旅行しようとするときは、遅くとも予定日の２週間前までに、次の 

書類を作成し、議長へ提出してください。 

 

ア．要請・陳情活動に関する資料 

（要請・陳情活動の内容がわかるもの） 

イ．行程表（様式第４号） 

 

（イ）要請・陳情活動に関する資料の取り扱いについて 

議長は、議会事務局に命じて、要請・陳情活動費による要請・陳情活動 

の関係資料を事前審査させます。 

議会事務局は、会派代表者と協議の上、要請・陳情活動の関係資料につ 

いて、内容を精査し、不備がない場合、議長は、要請・陳情活動費にかか 

る関係資料を正式に受理します。 

 

（ウ）研修活動報告書の作成と提出 

会派又は会派の所属議員が、要請・陳情活動を行った場合、会派の代表 

者は、３０日以内に要請・陳情活動報告書（様式第６号）を、議長に提出 

しなければならないものとします。 

なお、要請・陳情活動報告書には参加した議員のそれぞれの視点から、 

市政との関連性、目的や内容に加え、市政の課題に対してどのように要 

請・陳情活動を行ったかなどの事項を記載します。 

また、政務活動を目的とした要請・陳情活動に要した交通費・宿泊費等 

については、活動年月日、活動場所、相手方、同活動への参加者、活動目 

的、活動に要した経費等を「政務活動記録簿」（様式第４号）等に記載す 

るほか、活動内容が確認できる領収書や資料類（説明資料、写真等）を整 

理保存しておくものとします 

 

（エ）国に対する補助金の要請や陳情活動の経費については、政党活動などとの 

明確な区別をつけることを必要とするものとします。 
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（５）資料作成費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費」

と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

１．印刷・製本費 

 

 

会派が行う政務活動に必要な

資料等の印刷製本に要する経費 

 

①コピー代（但し、領収

書がある場合のみ） 

②印刷・製本費 

 

２．事務機器 

リース代 

 

 

会派が行う政務活動に必要な

資料等の作成に必要な事務機器

の借り上げに要する経費 

 

①パソコンリース代 

②印刷機リース代 

③コピー機リース代 

 

３．原稿料 

 

 

会派が行う政務活動に必要な

資料等の原稿作成に要する経費 

 

①原稿料 

②筆耕料 

 

４．反訳料 

 

 

 

会派が行う政務活動に必要な

資料等の作成にかかる反訳に要

する経費 

 

①反訳料 

 

 

 

５．翻訳料 

 

 

 

会派が行う政務活動に必要な

資料等の作成にかかる翻訳に要

する経費 

 

①翻訳料 

 

 

 

６．消耗品費 

 

 

会派が行う政務活動に必要な

消耗品の購入に要する経費 

①文具購入費 

②印刷用紙代 

③インク代 等 

７．振込手数料 研修に要する代金等の振込に要

する経費 

①振込手数料 
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②備品について 

 

ア 備品（塩竈市会計規則第８７条第１項第１号に規定する備品）は、政

務活動費が補助金である性格上、資産形成の疑義を生じるおそれがある

ことから平成２９年度交付分より原則購入できないものとします。 

 

イ 備品を導入しようとするときは、議員の任期満了時までのリース契約

により対応することを原則とします。 

なお、リース契約満了に伴う返却費用が生じる場合は、政務活動費の

費用に認めるものとします。 

 

ウ 合理的な理由があり、備品を購入する場合は、議長と事前協議するこ

ととします。 

 

 ③平成２９年度交付分以前に取得した備品について 

 

 ア 平成２９年度交付分以前に取得した備品は、備品台帳を整備し、登録

の上、保管・管理するものとします。 

また、記載事項に変更が生じた場合は、速やかに補正を行うものとし

ます。 

なお、耐用年数は国税庁が公表する減価償却資産の耐用年数表により

残存期間の計算をするものとします。 

 

 イ 所属会派の変更や解散、議員の改選等があった場合においては、いずれ

かの会派への受け継ぎ手続きを行い、引き継ぎを受けた会派において、備

品台帳に登録し、保管、管理を行うものとします。 

 

 ウ 耐用年数を経過して不要になった備品及び耐用年数の途中で使用不能に

なった備品については、備品台帳に廃棄年月日及び品目を記載し、会派の

責任において廃棄するものとします。 
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（６）資料購入費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要

する経費」と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

１．書籍購入・ 

購読代 

 

 

会派が行う政務活動の資料

として必要な参考図書、書籍、

雑誌、定期刊行物等の購入、購

読に要する経費 

①書籍購入代 

②雑誌購読料 

 

 

２．新聞購読料 

 

 

会派が行う政務活動の資料

として必要な新聞の購読に要

する経費 

①新聞購読料 

 

３．コピー代 会派が行う政務活動の資料

として必要な図書等の資料に

関するコピー代 

（但し、領収書がある場

合のみ） 

 

 

４．送料 

 

資料購入に必要な送料に要

する経費 

 

 

５．振込手数料 資料購入に要する代金等の振

込に要する経費 

①振込手数料 

 

①留意事項 

 

 ア 図書や新聞等の購入・購読について 

（ア）地元業者を活用してください。 

（イ）原則として現金払いとしてください。 

（ウ）購入した図書の写し（内容、金額がわかる箇所）を提出ください。 
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② 資料購入費で支出できないものの主な例 

ア 政務活動と関連の薄い、若しくは個人の趣味や一般教養を涵養するた 

 めの書籍は除くものとします。 

イ スポーツ新聞は除くものとします。 

ウ 政党機関紙等、政党の発行する書籍、資料は除くものとします。 

エ 図書券・図書カードの購入には充てられません。 

 

 

（７）人件費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費」

と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

１．人件費 会派が行う政務活動を補助す

る者を雇用するために要する

経費 

①賃金、給料等 

②各種手当 

③アルバイト賃金 

④社会保険料（年金、健康保険、

雇用保険） 

等 

 

①留意事項 

 

ア 塩竈市非常勤職員・臨時職員の賃金単価を目安としてください。 

会派により、その実態が大きく異なることから、最低賃金法等の法令遵守

のうえ、各会派が業務内容、勤務条件等に見合った賃金となるよう設定する

必要があります。 

 

イ 雇用契約について 

政務活動費が会派に交付されている場合はため、基本的には会派の代 

表者が補助職員と雇用契約を締結し、各支部事務所にその補助職員を派遣

する形態となります。 

なお、日額と交通費等の諸手当は明確に区分するものとします。 
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ウ 補助職員を雇用した場合は、「給与支払い事務所等の開設届出書」の税務

署への提出や、労働基準監督署、社会保険事務所等への諸手続きが、雇用す

る人数に応じて必要となります 

 

エ 会派は、補助職員を雇用した場合は、氏名・住所・生年月日・雇用日数、

雇用期間等がわかる「職員雇用台帳」に記載し、保存するものとします。  

 

 

 

② 人件費で支出できないものの主な例 

 

ア 会派が所属する政党用務等、会派の政務活動と無関係な業務を行う者の 

雇用経費 

 

イ 議員の３親等以内の親族又は同居人の雇用経費 
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（８）事務所費 

塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第３号)第

５条第２項別表では、「会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要

する経費」と規定しています。 

 

①使途基準の詳細について 

 

項目 内容 使途の具体例 

事務所費 会派が行う活動に必要な事務

所の設置、管理に要する経費 

・事務用品代 

・備品購入費 

・修理費 

・通信費 

・リース・保守料 

・運搬費 

・インターネット接続経費 

・封筒作成代 

・賃料 

・光熱水費 

・共益費 

・管理費 

・仲介手数料 

・礼金 

・調査研究等政務活動に必要な

造作 等 

 

 

②留意事項 

 

ア 事務所の要件 

事務所経費への政務活動費の充当にあたっては、政務活動がそこで行 

われている場合にのみ充当できるものであり、要件としては、次のように

「事務所」としての形態を整えている場合に限定されます。 

・ 外形上、事務所として認識できる形態を有していること。 

・ 事務所としての機能（事務所スペースを有し、事務用品等を備えている

こと。応接スペースは含めることができる。）を有していること。  

・ 賃貸の場合には､基本的に会派が契約者となっていること。   
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  イ 会派は、事務所の設置にあたって、事務所名・所在地・床面積等を記載

した「事務所台帳」を作成し保存するものとします。 

また、 賃貸事務所で、その賃借料を政務活動費で支出している場合は、

賃貸借契約書の写しを「事務所台帳」に添付し保存するものとします。    

 

③ 事務所費で支出できない主なもの 

 

ア 自己所有物件及び生計を一にする親族の所有物件   

 

イ 議員若しくは生計を一にしている親族が法人の代表者・役員等の地位に

あり、その法人から事務所を賃借し、賃借料を支払う場合には、当該法人

に独立した法人格を認めることに疑義がある場合 
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関 係 資 料 
 

 

１ 塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例 

 

２ 塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則 

 

３ 「政務調査における自家用自動車の使用に関する交通費の取り扱いについ

て」（平成１８年４月１日議長決裁） 
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塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例 

 

(平成 13年 3月 12日条例第 3号) 

 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 100条第 14項か

ら第 16項の規定に基づき、塩竈市議会議員の調査研究その他の活動に資す

るため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項

を定める。 

 

(交付対象) 

第 2条 政務活動費は、議会内において活動を共にしようとする団体として議

長に届け出たもの(所属議員が 1人の場合を含む。以下「会派」という。)に

対して交付する。 

 

(交付額及び交付の方法) 

第 3条 政務活動費の月額は、各月 1日(以下「基準日」という。)における会

派の所属議員数に 20,000円を乗じて得た額とする。 

2 政務活動費は、4月 21日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その

日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)に、その日の

属する年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中で議員の任期が満了

する場合は、任期満了日の属する月までの月数分とする。 

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属

する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)から政務活動費を交

付する。 

4 前項に定める政務活動費の交付は、会派が結成された日の属する月の翌月

末(その日が基準日に当たる場合は当月末)までに行うものとする。 

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの

脱会があった場合は、当該議員は第 1項の所属議員に含まないものとする。 
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(所属議員数の異動等に伴う調整) 

第 4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に

異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日

に当たる場合は当月分)以降の政務活動費について、異動した議員数に応じ

た差額を返還させ、又は追加交付するものとする。 

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、会

派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日の場合は当月分)以降

の政務活動費を返還しなければならない。 

3 前 2項の規定により返還又は追加交付する場合の期限については、前条第 4

項の規定を準用する。 

 

(政務活動費を充てることができる経費の範囲) 

第 5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、要請、陳情等市政

の課題を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために

必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付

する。 

2  政務活動費は別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるも

のとする。 

 

(経理責任者) 

第 6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

 

(収支報告書の作成) 

第 7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、政

務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書その他支出の内容を

証するものを添えて議長に提出しなければならない。 

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年 4月

30日までに提出しなければならない。 

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわら

ず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから 30日以内に第 1

項の収支報告書を提出しなければならない。 
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(政務活動費の返還) 

第 8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政

務活動費の総額から、当該会派がその年度において第 5条に定める経費の範

囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に

相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。 

2 前項に規定する政務活動費の返還は、第 7条に規定する収支報告書の提出

時に行うものとする。 

 

(収支報告書の保存) 

第 9条 議長は、第 7条第 1項の規定により提出を受けた収支報告書を、提出

期限の日から起算して 5年を経過する日まで保存しなければならない。 

 

  (透明性の確保) 

第 10条 議長は、第 7条第 1項の規定により提出を受けた収支報告書につい

て必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、

使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 

(委任) 

第 11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項

は、市長が規則で定める。 

 

附 則 

 

(施行日) 

1 この条例は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

(塩竈市特別職報酬等審議会条例の一部改正) 

2 塩竈市特別職報酬等審議会条例(昭和 39年条例第 39号)の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成 14年 3月条例第 21号) 

この条例は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 8月条例第 29号) 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成 20年法律第 69号)の施

行の日から施行する。 

附 則(平成 25年 2月条例第 2号) 
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(施行期日) 

1  この条例は、平成 25年 3月 1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2  この条例による改正後の塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後交付される政務活動費から適用し、この条例の施

行の日前にこの条例による改正前の塩竈市議会政務調査費の交付に関する条例

の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 

(塩竈市特別職給料等審議会条例の一部改正) 

3  塩竈市特別職給料等審議会条例(昭和 39年条例第 39号)の一部を次のよう

に改正する。  

〔次のよう〕略 
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別表(第 5条関係) 

 

項目 内容 

調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び

調査委託に関する経費 

研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催

する研修会の参加に要する経費 

広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要す

る経費 

要請・陳情活

動費 

会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 

 

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 

人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 
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別記様式(第 7条関係) 

年度政務活動費収支報告書 

年  月  日 

  塩竈市議会議長 

         殿 

会派名             

経理責任者名        印 

 

 塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定に基づき、下

記のとおり報告します。 

記 

 1 収入 

    政務活動費         円 

 2 支出 

(単位：円) 

科目 金額 備考 

調査研究費   

研修費   

広報費   

要請・陳情活動

費 

  

資料作成費   

資料購入費   

人件費   

事務所費   

 3 残額              円 

 (注) 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 
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塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則 

(平成 13年 3月 28日規則第 4号) 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、塩竈市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 13年条

例第 3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について

必要な事項を定めるものとする。 

 

(交付申請) 

第 2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に

対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第 1号)を提出しなければ

ならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を

経由して政務活動費交付変更申請書(様式第 2号)を提出しなければならな

い。 

 

(交付決定) 

第 3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付

すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交

付決定通知書(様式第 3号)により通知するものとする。 

 

(交付請求) 

第 4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の 10日前までに、市長に対し

政務活動費交付請求書(様式第 4号)を提出するものとする。 

 

(収支報告書の写しの送付) 

第 5条 議長は、条例第 7条第 1項の規定により提出された収支報告書の写し

を市長に送付するものとする。 

 

(会計帳簿等の整理保管) 

第 6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出に

ついて会計帳簿を調整し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日

から起算して 5年を経過する日まで保管しなければならない。 

 

附 則 

この規則は、平成 13年 4月 1日から施行する。 
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  附  則(平成 25年 2月規則第 4号) 

 

(施行期日) 

1  この規則は、平成 25年 3月 1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2  この規則の施行の日前に、この規則による改正前の塩竈市政務調査費の交 

付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調

査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費

決定通知書については、なお従前の例による。 

 



44 

 

様式第１号（第２条関係） 

 

  年  月  日 

 

塩竈市長        殿 

（塩竈市議会議長経由） 

会派名            

代表者名          印 

 

政務活動費交付申請書 

 

 塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則第２条の規定により下記のとおり

申請します。 

 

記 

１ 会派の名称 

２ 会派結成月日     年  月  日 

３ 代表者名 

４ 経理責任者名 

５ 所属議員数               （ 月 日現在） 

６ 交付申請額            円 
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様式第２号（第２条関係） 

 

  年  月  日 

 

塩竈市長        殿 

（塩竈市議会議長経由） 

会派名            

代表者名          印 

 

政務活動費交付変更申請書 

 

 塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則第２条の規定により下記のとおり

申請します。 

 

記 

 

１ 異動内容 

区   分 新 旧 異動年月日 

 会派の名称    

 代表者名    

 経理責任者名    

 所属議員数    

 交付申請額（  年度分）       円       円  
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様式第３号（第３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

会派代表者         殿 

 

塩竈市長         印 

 

政務活動費交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった政務活動費の交付について下記

のとおり決定したので、塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則第３条

の規定により通知します。 

 

記 

 

１    年度政務活動費交付決定額（年額） 

 

                     円 
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様式第４号（第４条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

塩竈市長        殿 

（塩竈市議会議長経由） 

会派名            

代表者名          印 

 

政務活動費交付請求書 

 

 塩竈市議会政務活動費の交付に関する規則第４条の規定により下記のと

おり政務活動費を請求します。 

 

記 

 

１ 金         円 

   但し、      年  月分 ～    年  月分 

 

２ 交付基準日における所属議員数   名 
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平成１８年４月１日議長決裁 

 

政務調査における自家用自動車の使用に関する交通費の取り扱いについて 

 

 

政務調査を行う場合において、自家用自動車を使用した際の交通費につい

ては、下記の単価に走行キロ数を乗じて算定した額を支給するものとする。 

 

記 

 

単 価   ＝   １キロメートル当たり２０円 

 

 

[   参  考  ] 

 

  Ⅰ 「JR運賃」より積算        １キロメートル当たり２０円 

[積算式] 

① JR仙石線 仙台～本塩釜間 １５．５Km      … （１） 

② JR仙石線 仙台～本塩釜間運賃 ３２０円      … （２） 

③ １キロメートル当たり[ (2) / (1) ] ＝２０円（小数点以下切り

捨て） 

   

Ⅱ 「本市自家用車の公用使用に関する取り扱い」より積算 

                   １キロメートル当たり２０円 

[積算式]                （1,500CC以上の場合） 

① 走行距離１５．５Km，燃費８Km/L、損料５円/Km 

② 燃 料 代１５．５Km÷８Km/L×１２４円＝２４０．２５円…（１）

③ 損  料１５．５Km×５円/Km＝７７．５円      …（２）

④ １キロメートル当たり[ (1)＋ (2) ]÷１５．５Km ＝２０円 

（小数点以下切り捨て） 

 

  Ⅲ 国家公務員等の旅費に関する法律  １キロメートル当たり３７円 

（車賃の額） 

 

  Ⅳ 職員等の旅費に関する条例（宮城県）１キロメートル当たり３７円 

（自家用自動車の車賃の額） 


